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西宮市上下水道局会計年度任用職員の給与等を定める要綱 

 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、西宮市上下水道局の会計年度任用職員の給与等に関し、必要な事項

を定める。 

（定義） 

第２条 この要綱における用語の意義は、西宮市上下水道局会計年度任用職員の勤務時間、

その他の勤務条件に関する規程（平成３１年西宮市上下水道局管理規程第１８号）及び

西宮市上下水道局会計年度任用職員の給与等に関する規程（平成３１年西宮市上下水道

局管理規程第１９号）の例による。 

 （給料及び報酬） 

第３条 会計年度任用職員の給料及び報酬は、Ａ職員については、別表第１に定める月額

を基本とし、Ｂ職員については、別表第２に定める日額を基本とする。 

 （雑則） 

第４条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、管理者が別

に定める。 

 

別表第１（第３条関係） 

職務の級 標準的な職務 月額(※) 

１級 定型的・軽易な業務 １６１，３００円 

２級 専門的知識・経験を要する業務 １７０，９００円 

３級 相当高度の専門的知識・経験を要する業務 １８０，５００円 

４級 高度の専門的知識・経験を要する業務 １９０，２００円 

５級 特に高度の専門的知識・経験を要する業務 １９９，６００円 

６級 極めて高度の専門的知識・経験を要する業務 ２１７，６００円 

７級 その他 別に定める 

（※）週勤務時間が３０時間の場合の額。週勤務時間が３０時間以外の場合は、当該週

勤務時間により比例計算して得た額（１００円未満の端数があるときは、これを四

捨五入して得た額）。 
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別表第２（第３条関係） 

職種 日額(※) 

事務 ７，７６０円 

（※）一日の勤務時間が７時間４５分の場合の額。一日の勤務時間が７時間４５分以外

の場合は、当該勤務時間により比例計算して得た額（１０円未満の端数があるとき

は、これを四捨五入して得た額）。 

 

 

付 則 

この要綱は、令和２年４月１日から実施する。 

 

付 則 

この要綱は、令和５年４月１日から実施する。 

 


